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東海市立名和小学校子どものいじめ防止基本方針 

                                                    令和７年４月１日 改訂 

１ いじめの定義といじめに関する本校の基本認識 
 

 
 
いじめの定義 

 

「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校において一定の人的関

係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものも含む）であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じ 

ているものをいう。 

  ＜いじめ防止対策推進法 平成 25年 法律第 71号 要約＞  

    いじめの定義に基づき、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも 

起こりうるものであり、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。」という基本認識 

のもと、日頃からささいな兆候を見逃さないように努めて学校全体で情報を共有し、組 

織的に対応していく。そして、全児童がいじめのない明るく楽しい学校生活を送ること 

ができるように、「東海市立名和小学校子どものいじめ防止基本方針」を策定した。 

    いじめ防止の基本姿勢として、以下５点を重点目標とする。 

    ①いじめを絶対に許さない、見過ごさないという姿勢で指導にあたる。 

    ②児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。 

    ③いじめの早期発見のために、有効な手段を積極的に講じる。 

    ④いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、保護者や関係諸 

   機関等と協力して、解決にあたる。 

    ⑤学校と家庭の協力のもとで事後指導にあたる。また、状況に応じて、市教育委員会 

  を始めとした外部関係者や関係諸機関等に支援を依頼する。 

 

２ いじめ防止対策の組織                 報告・連携 

      

 連携 

 

 

＜構成員＞                                   

 校長、教頭、教務主任、校務主任、生徒指導担当 

 養護教諭、学年主任、特支コーディネーター        

※ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ･ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ･心の相談員(状況に応じて) 

 市教育委員会 

 

連携 

 

 関係諸機関  

・東海市 

・東海警察署 

・青少年育成センター 

・教育支援センター 

・人権擁護委員 

・主任児童委員 

            等 

              ＊各対応策の検討・推進      連絡員:教頭 

 

 

 

     【調査班】 

◎生徒指導主任、該当学年主

任、担任、養教 等 

 

 

  

      ＊事実確認の調査等  緊急対応会議  

  

 

      

     【対応班】 

◎教務主任、校務主任、学年

主任、その他関係職員等 

   ＊発見・事実確認者は、対応チームに即時通報する。 

       
＊招集は、生徒指導担当が校長の指示を受けて行う。  

 ・マスコミ、保護者等対応 ⇒ 校長、教頭 

・事件詳細記録 ⇒ 教務主任、校務主任      ＊関係以外児童やその他の対応等 

 

いじめ発生 指
示
・
調
整
（
教
頭
） 

 
 

 

 

 

保

護

者 
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３ いじめの防止等に関する具体的な取組 

 (1) 未然防止 ～いじめを生まない土壌づくり～ 

  基本的な考え  

○ 児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で 

 取り組む。（豊かな心の育成） 

○ 教師一人一人がわかりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図ると 

 ともに学習に対する達成感・成就感を味わわせる。 

○ 教育活動全体を通して、児童が自己有用感を味わい、自尊感情を育むことがで 

 きるように努める。また、道徳の時間における「命」の大切さの指導や人権教育 

の充実を図り、「いじめは絶対に許されない」「知らない顔をすることも傍観者として、 

いじめに加担している」ことなどを伝える。 

○ ネットいじめの加害者、被害者とならないよう情報モラル教育等を推進する。 

また、教職員・保護者対象の「インターネットの被害防止学習会」を実施する。 

 

   ① 教師の児童理解と児童一人一人の居場所づくり 

          ・全ての教職員が共感的な人間関係を基盤に児童一人一人を十分理解し、「み 

      んなちがって みんないい」を常に意識して、個に応じた指導を心がける。 

     ・各学級において「自己決定の場」「自己存在感」を有機的に作用させ、各児 

      童が集団の一員としての自覚と集団としての「絆」を意識できるようにする。 

   ② わかる授業づくり 

          ・児童全員が参加・活躍でき、わかる楽しさやグループで活動する楽しさを味 

      わうことができる授業づくりに努める。 

   ③ 道徳教育の充実 

          ・「思いやりの心」「命の大切さ」を道徳教育の重点目標にし、児童自身が考

える場面、体験できる場面などを積極的に設ける。 

          ・道徳の授業を要とした学校全体の教育活動との関連を全職員で確認し、道徳 

      的実践力の向上を図る。 

      ④ 人権教育の充実 

     ・１２月第１週を校内人権週間に位置づけ、人権理解に向けた活動を行う。ま 

      た、体験学習や異年齢交流などを教育活動に積極的に組み込み、他者を尊重 

      する心を育む。 

      ⑤ 体験学習の推進 

          ・友人関係のストレッサーがいじめの要因となるケースが多いことを鑑み、社 

      会体験や生活体験などの機会を提供して集団づくりや社会性の育成を図る。 

          ・福祉体験やボランティア体験を学校が意識的に設定し、思いやりの心やグロ 

      ーバルな意識の高揚を図る。 

        ・「情報モラル教育」「命の学習」「心の教育」などの啓発事業を実施する。 
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(2) 早期発見 ～児童の変化を敏感に察知～ 
 

 基本的な考え  

○早期発見が早期解決につながることを全教職員が理解し、教育活動にあたる。 

○早期発見のために、教職員が児童との信頼関係の構築に努める。 

○いじめは、教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを 

認識し、児童の小さな変化を敏感に察知する。 

○教職員間の情報交換や保護者・地域との連携を密にして、心配な情報を共有する。 

      

 ① 教職員の自覚と意識高揚 

          ・児童の遊びや悪ふざけのように見られる行為に対しても十分観察し、「児童 

      の些細な変化に気付く」⇒「気付いた情報を確実に共有する」⇒「速やかに 

      対応する」、この流れを常に意識し、気付く教職員集団になる。 

     ・嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」であっても何度も繰り返 

      されたり、集中的に行われたりすることで「暴力を伴ういじめ」と同様であ 

      る認識を常にもつ。 

          ・朝の会には全ての児童の顔を見ることや放課の過ごし方の観察、一日一声掛 

      け活動などを行う。 

     ・児童が相談しやすい雰囲気づくり、場づくりに心がける。 

      ② 保護者からの情報提供 

          ・いじめ発見のきっかけで最も多いのが「保護者からの訴えである」という結 

      果を受け、日頃から保護者との良き関係をつくり、気になることがあれば早 

      めに情報交換を行う。 

      ③ 教育相談とアンケート調査の実施 

          ・１学期、２学期に各１回、教育相談週間を設け、担任が児童一人一人と相談 

      活動を行い、児童理解を深めるとともに、日頃困っていることなどを聞く機 

      会にする。 

          ・担任との教育相談前に、全ての児童に対して学校生活に関わるアンケート調 

      査（いじめに関する内容を含む）を行う。 

     ・年間１回、「いじめ」に係る自由記名アンケート調査を実施する。 

    ④ 関係諸機関等に関する情報提供 

     ・カウンセラー等との相談活動について、保護者や児童に積極的に広報する。 

          ・学校だよりを活用し、いじめや悩みなどを相談することのできる機関等の連 

      絡先を全家庭に知らせる。 

     ・随時、市教育委員会に情報を伝え、常に連携を図る。 
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(3) 早期対応 ～問題を軽視することなく、迅速かつ組織的に対応～ 
 

  基本的な考え  

○いじめの発見・通報があったら「校内緊急対応チーム」を招集し、組織的に対応する。 

○被害児童を守り通すという姿勢で対応する。 

○加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。 

○教職員の共通理解のもと、保護者との協力、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー等の専門家や関係諸機関との連携を積極的に行う。 

○市教育委員会と常に連携を図り、随時報告をする。 

      ① 事実関係の掌握と校内緊急対応チームの招集 

          ・生徒指導主任が校内緊急対応チームを招集し、担任を始めとした【調査班】 

     を中心に、事実の確認を行う。 

              ※必要に応じて【対応班】を中心に授業対応等を行う。 

 

 

 

・被害児童からの聞き取り 

・加害児童からの聞き取り     ⇒  事実確認  ⇒ 認定について協議 

・取り巻き児童等からの聞き取り 

 

          ●「いじめ」と認定する         ○「いじめ」と認定しない 

 

 

校内対応チームで、解決に向けた

手順と役割分担を協議する。 

 

 

いじめと疑った根拠及び今後の措置・留意

点について校内対応チームで確認する。 

 

市教育委員会へ報告する 

      ② 解決に向けた手順の確認と組織の役割分担 

         ・該当児童から再度詳細な聞き取りを行う方法と役割分担を決定する。 

          ・該当児童に対するケアや指導の方法と役割分担を決定する。 

          ・保護者及び児童以外の関係者に対する対応について決定をする。 

          ・関係諸機関への連絡や連携体制について決定する。 

 

          ●解決しない             ○解決した 

 

 

 

 

 

 

・以降は、関係諸機関等と連携を図り 

ながら、管理職を中心に対応し、全 教

職員等には随時経過を報告する。 

・事件の原因、対応等を評価し、問題 

点を明確にして改善を図る。 

・児童全体のケア、指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

・対応状況を記録としてまとめ、未然防 

止策等について審議し、改善を図る。 

・関係児童の経過観察及びケアのための 

カウンセリング等を行う。 

・必要に応じて学級等関係集団のケア、 

指導を実施する。 

    

※ 全体の流れについては                                参照。 

 
 

  

 

  

P6 学校全体の組織的対応の流れ 
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４ 重大事態への対応（疑わしいを含む） 

 

 

 

 

 

 

① いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認めるとき 

 ・自殺を企図した場合 

 ・身体的に重大な障害を負った場合 

 ・金品等に重大な被害を被った場合 

 ・精神的な疾患を発症した場合 

 

② いじめにより在籍する児童が、相当の期間学校を

欠席することを余儀なくされている疑いがある

と認めるとき（年間３０日が目安） 

市教育委員会へ重大事態の発生を報
告する（疑わしい場合を含む） 

 

 

 

 

 

  市長へ報告（緊急の総合教育会議にて市長へ報告・対応を協議） 
 

                   ・調査主体や調査方法を決定（学校または市教育委員会） 

 

〔学校が主体として調査を行う場合〕 

  ① 校内緊急対応チームを母体として調査や対応を行う。また、市教育委員会から派遣 

  された専門知識を有する方より指導・助言を受ける。 

  ② 当該調査に係るいじめを受けた児童及びその保護者に対し、事実関係等その他の必 

  要な情報を適切に伝える。また、その調査結果を市教育委員会を通じて市長（総合教 

  育会議）に報告する。 

 

４ その他 

 (1) 「学校いじめ基本方針」は、学校ホームページで公表する。また、概要版を学校だ 

  よりに掲載し、保護者や地域住民に知らせる。 

 (2) 長期休業中においては、事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。 

 (3) 学校の取組に対する検証・見直しは、Ｐ７参照。 

 (4) 重大事案の場合は、いじめアンケート等を含め５年間保管する。また、いじめの事 

  実の記録「いつ、どのようにいじめがあり、どのような対処をしたか」を時系列で記 

  録しておく。 

 いじめにおける「心理的または物理的な影響」とは？  

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

・仲間外れ、集団から無視をされる。 

・軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

・金品をたかられたり、盗まれたり、壊されたり、隠されたりする。 

・嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをさせられる。 

・インターネット等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。   等 

 東海市子どもいじめ防止基本方針より  

重大事態の発生！ 
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＜資料１＞   学校全体の組織的対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      日常の観察・アンケート・教育相談・被害児童からの訴え   
     周りの児童等からの訴え・保護者等からの訴えや情報提供   

 

                   情報を得た教職員   

 

                       担任・学年主任等   

 

                         生徒指導担当       教 頭    校 長   

                                              招集・指揮 

   校内緊急対応チーム（緊急対策会議）   

適宜連絡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     報告 

 

     共通 

     理解 

 

 

 

 

 

 

   

            報告・共通理解  

   

         調査方針・分担決定  

   

 保護者 

 

 

 

   報告 

 
指導・支援 

 

 

 

 

 

 

      調査班編成 

 事案の状況によりメンバー決定 
 

 

   

         報告・事実関係の把握  

   

     指導方針の決定、指導体制の編成  

   

 

 

         対応班編成 

 事案の状況によりメンバー決定 

 

 

 

 

市総合教育会議 

   

 

 

                                              学校だけで解決が困難   

     対応班による 

 いじめ解決に向けた指導 

  

                 

                                                                      

 

   解   決    

                                                          

                               継続指導・経過観察   

  

                           再発防止・未然防止活動    

 

 

即日対応を 

 目指す！ 

 

職 

員 

会 

議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

市 

教 

育 

委 

員 

会 

暴力・恐喝等の犯

罪があった場合 

１
発
見 

２ 

情 

報 

収 

集 

３ 

事 

実 

確 

認 

４ 

方
針
決
定 

５ 

対
応 

６ 

解
決
・
経
過
観
察 

支援 

連絡・相談 

警察・青少年育成セ

ンター・関係諸機関 
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  ＜資料２＞ 

 

 

 

  学校の取組の検証・見直しと年間計画 

 

 学校いじめ防止基本方針をはじめとする「いじめ防止の取組」については、ＰＤＣＡサ

イクルで見直し、実効性のある取組になるよう努める。また、アンケート調査やいじめ・

不登校・虐待対策委員会でいじめに関する取り組みの検証を行う。 

月 会議・啓発活動 等 未然防止に向けた取組 早期発見に向けた取組  

 

４ 
 
 
 

 

 

 

校内緊急対応チーム会議 

・指導方針、指導計画等の確認 

 

いじめに関する実態把握 
・前年度の確認 

・気になる児童の情報交換 

 

・日々の情報収集 

・職員会議での児童の 

情報交換(毎月) 

 

Ｐ 
 
 
 
Ｄ 
 
 
 
Ｃ 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
Ｐ 
 
 
 
Ｄ 
 
 

 

 
 
Ｃ 
 
 
 
Ａ 
 
 
 
 
Ｐ 

 

 

 

 職員会議   
 ・全職員で共通理解 

＊道徳や学級活動 
  計画への反映 

＊保護者からの情報収集 

 

５ 
＊いじめに対する保護者、   

地域に向けた啓発活動 
◎情報モラル教室の 
  開催 

いじめアンケート 

担任による教育相談 

６ 

 
 いじめ不登校対策委員会 

 

◎保護者への道徳 
  の時間公開 

 

 

７  ＊夏季休業に向けて  ＊懇談会での情報収集 

 

８ 
 

 

 

校内緊急対応チーム会議 

・１学期の反省と２学期の実

践確認と見直し 

 

教職員研修①  

 

 
 

 

９ 
＊学校だよりを通しての啓発 

活動 
◎保護者対象の学習 
  会（ネット犯罪） 
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いじめアンケート 

※担任による教育相談 

11 いじめ不登校対策委員会 ◎保護者道徳公開  

12 
＊２学期の反省と３学期の  

実践確認と見直し 
教職員研修② 

人権週間 
冬季休業に向けて 

 

＊懇談会での情報収集 

１    

２ いじめ不登校対策委員会   

 

３ 

 

校内緊急対応チーム会議 

・１年間の反省と次年度の活

動計画策定 

 

＊学年末休業向けて 
＊学級編成の配慮 

 

 

 

通

年 

・各種ケース会議の実施 

 

・各行事等における児童の人間 

関係づくりや心の教育の実践 

・全職員による児童の観察、保護

者や地域等からの情報収集 

・
学
級
、
学
年
づ
く
り 

・
人
間
関
係
づ
く
り 

 

・
学
級
、
学
年
づ
く
り 

・
人
間
関
係
づ
く
り 

・ 

いじめ不登校対策委

員会を踏まえた児童

との対話時間確保 

自由記名アンケート 
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   ＜資料３＞ 

 

 

 

  ネット上のいじめ対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基本的な考え  

○ 教職員が「ネット上のいじめ」を十分理解する。 

  （例）メール、ブログ、チェーンメール、学校非公式サイト（学校裏サイト） 

○ 保護者の理解を深める効果を認識し、研修会等を積極的に行う。 

○ 発達段階に応じた情報モラル教育を確実に行い、インターネットの利便性と危 

険性を理解させる。 

 

 

 

  ①書き込みの確認                                                      

 

 

 

・掲示板のアドレスを記録 

・書き込みのプリントアウト 

・携帯電話の場合はデジタルカメラで撮影など 

                        

                        

                        

 

 

  ②                           ※削除できない  ③                           

 ・掲示板の管理人に削除依頼  ・掲示板のプロバイダーに削除依頼 

                  ※削除できない 

            ④ 

 

 

 

・削除依頼メールの確認 

・警察への相談 

・法務局、地方法務局への相談 

     

     

     

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き込み等の削除（例） 

 

 

   

 

    ・削除確認 

    ・児童、保護者等への説明 


